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松野町特別職報酬等審議会 

 会長        様 

 

松野町長 坂 本   浩   

 

 

 

松野町議会議員の報酬額について（諮問） 

 

 

 松野町議会議員の報酬の額について諮問します。 

  



 

 

諮 問 理 由 

 

 

本町特別職の報酬等の額については、複雑、高度化する職務の内容及びその職

責、他の地方公共団体の特別職の報酬等の額、社会経済情勢の変化などを踏まえ、

適時適切に松野町特別職報酬等審議会において議論いただくものである。 

本町の議員報酬においては、平成 17 年度の行財政改革により大幅に引き下げ

られて以降、平成 28 年度に一部引き上げられたものの、行革前の水準には戻っ

ていない状況である。 

松野町議会では、令和５年９月から令和６年 11 月にかけて議会改革特別委員

会を開催し、議員報酬、定数などについて、17 回にわたる協議を重ねた結果、

「特別職報酬等審議会にゆだねる」という結論を示し、令和７年１月 17 日付け

で、町に対し要望書を提出したところである。 

このようなことから、本町を取り巻く社会経済状況等を踏まえ、町民の理解が

得られるものとするために、松野町議会議員の報酬額等のあるべき水準につい

て、本審議会に諮問するものである。 


